
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告人らおよび上告代理人高木輝雄の上告理由第一について。

　未成年者の法定代理人が未成年者を代理して民事調停行為をなす場合には、民事

訴訟法五二条を準用して、その法定代理権は書面によつて証明すべきものと解する

のが相当であるが、過去の民事調停行為についての法定代理権の存否は、書面のみ

に限らず、他の証拠方法をもつて証明することができるものと解すべきである。そ

して、原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、原告が参加人の法定代理

人として本件調停をなしたものである旨の原審の認定判断は、正当として是認する

ことができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

　同第二点について。

　所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認する

ことができ、その認定判断の過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよ

う、原審の専権に属する証拠の評価、事実の認定を非難するものにすぎず、採用す

ることができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。
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